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（介護予防）短期入所療養介護サービス重要事項説明書（従来型） 

 

１．施設の概要 

 （１）施設の名称等 

・経 営 主 体 医療法人財団 明理会 

・事 務 所 東京都板橋区本町３６－３ 

・施 設 名 介護老人保健施設 仙台ロイヤルケアセンター 

・開設年月日 平成５年８月２０日 

・所 在 地 ９８９－３２１４ 仙台市青葉区みやぎ台一丁目３１－１ 

・施 設 面 積 ９，２９９．９５㎡ 

・施 設 建 物 ６，９８２．７４㎡（鉄筋コンクリート２階建） 

・電 話 番 号 ０２２－３９４－７６５１ FAX ０２２－３９４－６７７３ 

・開 設 者 理事長 中村 哲也（医師） 

・管 理 者 施設長 石井 宗彦（医師） 

・介護保険事業所番号  介護老人保健施設（０４５５１８００１８） 

 

 （２）（介護予防）短期入所療養介護サービスの目的 

     （介護予防）短期入所療養介護事業所 仙台ロイヤルケアセンター（以下「施設」という）は、

適正な運営を確保するため、人員及び管理運営に関する事項を定め、施設の従事者が要介護又は要

支援状態等にある利用者に対し適正な（介護予防）短期入所療養介護（以下「（介護予防）短期入所

サービス」という）を提供することを目的とする。 

  

（３）運営の方針 

     当施設は、要介護者等の意志と人格を尊重し、利用者本意のサービスの提供に努め、利用者が可

能なかぎり居宅において、その有する能力に応じ自立した日常生活を営むことができるよう、看護

及び医学的管理の下における介護、必要な医療、機能訓練及び日常生活上の支援を行うことにより、

療養生活の質の向上及び利用者の家族の身体的及び精神的負担の軽減を図るものとする。 

     また、地域や家族との結びつきを重視し、関係市町村、地域包括支援センター、居宅介護支援事

業者及び他の居宅サービス事業者並びにその他の保健医療サービス及び福祉サービスを提供するも

のとの綿密な連携を図り、総合的なサービスの提供に努めるものとする。 

 

 （４）施設の職員体制 

     員 数 業  務  内  容 

管  理  者 １人（医師と兼務） 従業員の総括管理、指導 

医 師 １.５人以上 医学管理一般 

看 護 職 員 １５人以上 施設サービス計画による看護業務 

介 護 職 員 ２４人以上 施設サービス計画による介護業務 

支 援 相 談 員 １.５人以上 入所者、家族への相談業務 

理 学 療 法 士 

作 業 療 法 士 

言 語 聴 覚 士 

 

３人以上 

 

 

入所者に対する機能訓練業務 

 

歯 科 衛 生 士 １人以上 入所者に対する口腔ケア業務 

管 理 栄 養 士 １人以上 食事管理一般、栄養指導 

介護支援専門員 １.５人以上 施設サービス計画作成 

事 務 職 員 若干数 請求業務及び管理一般 

＊介護職員以外はユニット型と兼務 

＊医師、理学療法士、作業療法士、言語聴覚士、歯科衛生士は（介護予防）通所リハビリテーション

と兼務 
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（５）入所定員等 

・定 員 １００名 

療養室 従来型個室：１０室 

多  床  室：２人室 ２室、３人室 ２室、４人室２０室 

 

２．（介護予防）短期入所サービスの内容 

   ① （介護予防）短期入所サービス計画の立案 

   ② 食事の提供（管理栄養によって管理され、保温・保冷配膳車による食事の提供） 

     食事時間  朝食  ７：３０～ ８：３０  昼食 １２：００～１３：００ 

           夕食 １８：００～１９：００ 

③ 入浴（一般浴槽のほか入浴に介助を要する利用者には特別浴槽で対応します。原則、週２回ご

利用いただきます。但し利用者の身体の状態に応じて清拭となる場合があります。）※ユニット

型個室の利用者については、個別対応致します。 

④ 医学管理（医師の回診、投薬等） 看護（血圧測定、検温等） 

⑤ 介護（トイレ介助、おむつ交換、体位交換、着替え介助、離床介助、退所時の支援等） 

⑥ リハビリテーション（リハビリテーション計画に基づいた運動療法、作業療法、摂食機能訓練、

低周波治療、言語療法、従手療法等） 

⑦ 相談援助サービス 

⑧ 栄養管理 

⑨ 理美容サービス（毎週１回実施） 

⑩ 行事（毎月１回実施） 

⑪ その他（予防接種の実施等） 

＊これらのサービスのなかには、利用者の方から基本料金とは別に利用料金をいただくものも 

ありますので、具体的にご相談ください。 

 

３．協力医療機関等 

     当施設では、下記の医療機関や歯科診療所に協力をいただき、利用者の状態が急変した場合等は、

速やかに対応をお願いするようにしています。 

・協力医療機関 

  ・名 称 イムス明理会仙台総合病院 

    ・住 所 仙台市青葉区中央４－５－１ 

・名 称 西仙台病院 

    ・住 所 仙台市青葉区芋沢字新田５４－４ 

  ・名 称 仙台市立病院 

    ・住 所 仙台市太白区あすと長町１－１－１ 

  ・名 称 仙台徳洲会病院 

    ・住 所 仙台市泉区七北田字駕籠沢１５ 

・協力歯科医療機関 

  ・名 称 ねもと歯科クリニック 

    ・住 所 仙台市青葉区中山台１丁目１１－４ 

   

 ＊緊急時の連絡先 

なお、緊急の場合には、｢契約書｣にご記入いただいた連絡先に連絡します。 

 

４．施設サービス利用にあたっての留意事項 

施設内への薬、飲食物、居室内備品、タバコ等の持込みは必ず職員にお知らせください。また、持ち

込まれた貴重品及び現金の紛失については、施設では一切責任を負いかねますのでご了承下さい。 

   

５．通常の事業の実施地域 

   仙台市青葉区－みやぎ台、芋沢、落合、栗生、愛子、折立、高野原、赤坂、錦ヶ丘、向田、葛岡、      

八幡、吉成、南吉成 

       泉区－住吉台、館、西田中、南中山、北中山 
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                        ＊他、地域は相談に応じる事とします。 

 

６．相談・苦情等の申し出 

   当施設のサービスについて、ご不明の点や、疑問、苦情等がございましたら、支援相談員までお気軽

にご相談ください。詳しくは、別紙（苦情解決制度についてのお知らせ）をご参照下さい。 

 

７．事故発生時の対応 

   介護サービス提供にあたって事故が発生した場合は、速やかに家族や市区町村等に連絡すると共に、

必要な措置を講じます。事故内容については状況等を記録し、再発防止に努めます。 

  事故が故意過失による場合は損害賠償します。故意過失によらない場合や、入所者に重過失がある場合

はこの限りではありません。 

 

８．非常災害対策 

・ 入所者等の安全確保から非常災害に備え、防災計画を作成しています。 

    ＊防災設備   スプリンクラー、非難階段、自動火災報知器 

            誘導灯、屋内消火栓、消火器等 

    ＊防災訓練   年２回実施（部分訓練、総合訓練） 

 

９．虐待防止事項 

当施設は、利用者の人権の擁護・虐待の防止のため次の措置を講じます。 

① 虐待を防止するための職員に対する研修の実施 

② 利用者及びその家族からの苦情処理体制の整備 

③ その他虐待防止のために必要な措置 

当施設は、虐待又は虐待が疑われる事案を発見した場合は、速やかにこれを市町村に通報するもの 

とする。 

 

10．ハラスメント対策等 

①当施設は、職場におけるハラスメントの内容及び職場におけるハラスメントを行ってはならない 

旨の方針を明確化し、職員に周知・啓発を行います。 

②ハラスメントに対する相談窓口を設置し、適切に対応するために必要な体制を整備します。 

③ハラスメント防止を図るため、職員に対し、必要な研修等を実施します。 

④ハラスメント被害者への配慮のため行為者に対して一人で対応させない等、必要な措置を講じます。 

 

11．その他の重要事項 

   当施設では施設内感染が蔓延することがないように、職員定期検診、感染防止対策委員会の実施等に

より感染予防に努め、不測の事態により感染者が発生した場合は、感染マニュアルに基づき、適切な措

置を講じ、関係機関（保健所・医療機関・県市担当者）との連携をとります。 

   入所者の方々に安心してご利用いただくために、営利行為、宗教の勧誘、特定の政治活動を禁止して

おりますのでご協力ください。 
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附則 この説明書は、平成２１年 ６月 １日から施行する。 

          平成２３年 ９月１６日一部改定。 

          平成２４年 ４月 １日一部改定。 

平成２４年 ５月 １日一部改定。 

平成２５年 ６月 １日一部改定。 

平成２６年 ４月 １日一部改定。 

平成２７年 ４月 １日一部改定。 

平成２８年 ６月 １日一部改定。 

平成２８年 ９月 １日一部改定。 

平成２９年 ４月 １日一部改定。 

平成３０年 ４月 １日一部改定。 

          令和 １年１０月 １日一部改正。 

          令和 １年１２月 １日一部改正。 

          令和 ２年 ４月 １日一部改正。 

          令和 ３年 ４月 １日一部改正。 
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短期：料金表（従来型） 

 

（１）介護保険一部負担（基本料金） 

①介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）ⅲ 

多床室（４人室・３人室・２人室） 

            ＜１割負担＞ 

要介護度 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
８３０単位 

８５３円 

 

 

 

 

２４単位 

２５円 

 

 

 

 

２２単位 

２３円 

計    ８７6 単位  

日額    ９０１円  

２ 
８８０単位 

９０４円 

 計    ９２６単位  

日額    ９５２円  

３ 
９４４単位 

９７０円 

 計    ９９０単位  

日額  １，０１８円  

４ 
９９７単位 

１，０２４円 

 計  １，０４３単位  

日額  １，０７２円  

５ 
１，０５２単位 

１，０８１円 

 計  １，０９８単位  

日額  １，１２９円  

 

＜２割負担＞ 

要介護度 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
８３０単位 

１，７０５円 

 

 

 

 

２４単位 

５０円 

 

 

 

 

２２単位 

４５円 

計    ８７６単位  

日額  １，８００円  

２ 
８８０単位 

１，８０８円 

 計    ９２６単位  

日額  １，９０３円  

３ 
９４４単位 

１，９３９円 

 計    ９９０単位  

日額  ２，０３４円  

４ 
９９７単位 

２，０４８円 

 計  １，０４３単位  

日額  ２，１４３円  

５ 
１，０５２単位 

２，１６１円 

 計  １，０９８単位  

日額  ２，２５６円  

 

＜３割負担＞ 

要介護度 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
８３０単位 

２，５５８円 

 

 

 

 

２４単位 

７４円 

 

 

 

 

２２単位 

６８円 

計    ８７６単位  

日額  ２，７００円  

２ 
８８０単位 

２，７１２円 

 計    ９２６単位  

日額  ２，８５４円  

３ 
９４４単位 

２，９０９円 

 計    ９９０単位  

日額  ３，０５１円  

４ 
９９７単位 

３，０７２円 

 計  １，０４３単位  

日額  ３，２１４円  

５ 
１，０５２単位 

３，２４２円 

 計  １，０９８単位  

日額  ３，３８４円  

＊サービス単価（仙台市地域単価）：１単位＝10.27 円 

＊日額は合計単位数にサービス単価を乗じて算出しております。 

 

 



 7 

②介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）ⅳ 

多床室 在宅強化型（４人室・３人室・２人室） 

      ＜１割負担＞ 

要介護度 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
９０２単位 

９２７円 

 

 

 

 

２４単位 

２５円 

 

 

 

 

２２単位 

２３円 

計    ９４８単位  

日額    ９７５円  

２ 
９７９単位 

１，００６円 

 計   １，０２５単  

日額  １，０５４円  

３ 
１，０４４単位 

１，０７３円 

 計  １，０９０単位  

日額  １，１２１円  

４ 
１，１０２単位 

１，１３２円 

 計  １，１４８単位  

日額  １，１８０円  

５ 
１，１６１単位 

１，１９３円 

 計  １，２０７単位  

日額  １，２４１円  

 

＜２割負担＞ 

要介護度 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
９０２単位 

１，８５３円 

 

 

 

 

２４単位 

５０円 

 

 

 

 

２２単位 

４５円 

計    ９４８単位  

日額  １，９４８円  

２ 
９７９単位 

２，０１１円 

 計  １，０２５単位  

日額  ２，１０６円  

３ 
１，０４４単位 

２，１４５円 

 計  １，０９０単位  

日額  ２，２４０円  

４ 
１，１０２単位 

２，２６４円 

 計  １，１４８単位  

日額  ２，３５９円  

５ 
１，１６１単位 

２，３８５円 

 計  １，２０７単位  

日額  ２，４８０円  

 

＜３割負担＞ 

要介護度 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
９０２単位 

２，７７９円 

 

 

 

 

２４単位 

７４円 

 

 

 

 

２２単位 

６８円 

計    ９４８単位  

日額  ２，９２１円  

２ 
９７９単位 

３，０１７円 

 計  １，０２５単位  

日額  ３，１５９円  

３ 
１，０４４単位 

３，２１７円 

 計  １，０９０単位  

日額  ３，３５９円  

４ 
１，１０２単位 

３，３９６円 

 計  １，１４８単位  

日額  ３，５３８円  

５ 
１，１６１単位 

３，５７７円 

 計  １，２０７単位  

日額  ３，７１９円  

＊サービス単価（仙台市地域単価）：１単位＝10.27 円 

＊日額は合計単位数にサービス単価を乗じて算出しております。 
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  ③介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）ⅰ 

  従来型個室（ひだまり個室） 

                       ＜１割負担＞ 

要介護度 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
７５３単位 

７７４円 

 

 

 

 

２４単位 

２５円 

 

 

 

 

２２単位 

２３円 

 計    ７９９単位  

日額    ８２２円  

２ 
８０１単位 

８２３円 

 計    ８４７単位  

日額    ８７１円  

３ 
８６４単位 

８８８円 

 計    ９１０単位  

日額    ９３６円  

４ 
９１８単位 

９４３円 

 計    ９６４単位  

日額    ９９１円  

５ 
９７１単位 

９９８円 

 計  １，０１７単位  

日額  １，０４６円  

 

＜２割負担＞ 

要介護度 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
７５３単位 

１，５４７円 

 

 

 

 

２４単位 

５０円 

 

 

 

 

２２単位 

４５円 

 計    ７９９単位  

日額  １，６４２円  

２ 
８０１単位 

１，６４６円 

 計    ８４７単位  

日額  １，７４１円  

３ 
８６４単位 

１，７７５円 

 計    ９１０単位  

日額  １，８７０円  

４ 
９１８単位 

１，８８６円 

 計    ９６４単位  

日額  １，９８１円  

５ 
９７１単位 

１，９９５円 

 計  １，０１７単位  

日額  ２，０９０円  

 

＜３割負担＞ 

要介護度 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
７５３単位 

２，３２０円 

 

 

 

 

２４単位 

７４円 

 

 

 

 

２２単位 

６８円 

 計    ７９９単位  

日額  ２，４６２円  

２ 
８０１単位 

２，４６８円 

 計    ８４７単位  

日額  ２，６１０円  

３ 
８６４単位 

２，６６２円 

 計    ９１０単位  

日額  ２，８０４円  

４ 
９１８単位 

２，８２９円 

 計    ９６４単位  

日額  ２，９７１円  

５ 
９７１単位 

２，９９２円 

 計  １，０１７単位  

日額  ３，１３４円  

＊サービス単価（仙台市地域単価）：１単位＝10.27 円 

＊日額は合計単位数にサービス単価を乗じて算出しております。 
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  ④介護老人保健施設短期入所療養介護費（Ⅰ）ⅱ 

  従来型個室 在宅強化型（ひだまり個室）  

       ＜１割負担＞ 

要介 

護度 
基本サービス費 夜勤職員配置加算 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
８１９単位 

８４２円 

 

 

 

 

２４単位 

２５円 

 

 

 

 

２２単位 

２３円 

 計    ８６５単位  

日額    ８９０円  

２ 
８９３単位 

９１８円 

 計    ９３９単位  

日額    ９６６円  

３ 
９５８単位 

９８４円 

 計  １，００４単位  

日額   １，０３２円  

４ 
１，０１７単位 

１，０４５円 

 計  １，０６３単位

日額  １，０９３円 

５ 
１，０７４単位 

１，１０３円 

 計  １，１２０単位  

日額  １，１５１円  

 

＜２割負担＞ 

要介 

護度 
基本サービス費 夜勤職員配置加算 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
８１９単位 

１，６８３円 

 

 

 

 

２４単位 

５０円 

 

 

 

 

２２単位 

４５円 

 計    ８６５単位  

日額  １，７７８円  

２ 
８９３単位 

１，８３５円 

 計    ９３９単位  

日額  １，９３０円  

３ 
９５８単位 

１，９６８円 

 計  １，００４単位  

日額  ２，０６３円  

４ 
１，０１７単位 

２，０８９円 

 計  １，０６３単位  

日額  ２，１８４円  

５ 
１，０７４単位 

２，２０６円 

 計  １，１２０単位  

日額  ２，３０１円  

 

＜３割負担＞ 

要介 

護度 
基本サービス費 夜勤職員配置加算 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日額 

１ 
８１９単位 

２，５２４円 

 

 

 

 

２４単位 

７４円 

 

 

 

 

２２単位 

６８円 

 計    ８６５単位  

日額  ２，６６６円  

２ 
８９３単位 

２，７５２円 

 計    ９３９単位  

日額  ２，８９４円  

３ 
９５８単位 

２，９５２円 

 計  １，００４単位  

日額  ３，０９４円  

４ 
１，０１７単位 

３，１３４円 

 計  １，０６３単位  

日額  ３，２７６円  

５ 
１，０７４単位 

３，３０９円 

 計  １，１２０単位  

日額  ３，４５１円  

＊サービス単価（仙台市地域単価）：１単位＝10.27 

＊日額は合計単位数にサービス単価を乗じて算出しております。 
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（２）介護保険一部負担（加算料金） 

  ①＜１割負担＞ 

区   分 一部負担金（１割） 備       考 

療 養 食 加 算 ９円／食 
医師の発行する食事せんに基づく食事（＊

１）を提供した場合 

個別リハビリテーション実施加算 ２４７円／日 
１日 20 分以上の個別リハビリを行った場

合 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２０６円／日 入所日から７日間に限り加算 

若年性認知症利用者受入加算 １２４円／日 宿泊による受入の場合 

送 迎 加 算 １８９円／回 片道 

重 度 療 養 管 理 加 算 １２４円／日 

要介護度３、４又は５であって、一定の状態

（＊2）にある利用者に対して計画的な医学

的管理を行った場合 

緊急短期入所受入加算 ９３円／日 
利用開始した日から起算して７日。やむを

得ない事情がある場合は１４日を限度 

緊 急 時 治 療 管 理 加 算 ５３２円／日 
病状が重篤になり救命救急医療が必要に

なったとき月３日間まで 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） ５３円／日  

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ５３円／日  

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円／日  

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ５円／日  

身体拘束廃止未実施減算 －１／１００  

高齢者虐待防止未実施減算 －１／１００  

業務継続計画未策定減算 －１／１００  

総合医学管理加算 ２８３円／日 緊急受入時、入所日から１０日間に限り加算 

口腔連携強化加算 ５２円／月  

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １０３円／月  

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １１円／月  

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 3.9％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 2.1％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 0.8％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等処遇改善加算 

（令和６年６月１日より） 

所定単位数（基本サービス費・各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 7.5%を乗じた単位数を加算。 

＊1 療養食：医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する食事 

      糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風食及び特

別な場合の検査食 

 ＊2 喀痰吸引（常時頻回）、胃瘻、褥瘡等 

 ＊3 実際の清算時には利用日数や端数処理の計算上、若干の違いが生じることがございます。 
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  ②＜２割負担・３割負担＞ 

区   分 一部負担金（２割） 一部負担金（３割） 

療 養 食 加 算 １７円／食 ２５円／食 

個別リハビリテーション実施加算 ４９３円／日 ７４０円／日 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ４１１円／日 ６１７円／日 

若年性認知症利用者受入加算 ２４７円／日 ３７０円／日 

送 迎 加 算 ３７８円／回 ５６７円／回 

重 度 療 養 管 理 加 算 ２４７円／日 ３７０円／日 

緊急短期入所受入加算 １８５円／日 ２７８円／日 

緊 急 時 治 療 管 理 加 算 １，０６４円／日 １，５９６円／日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） １０５円／日 １５７円／日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） １０５円／日 １５７円／日 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ６円／日 ９円／日 

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ９円／日 １３円／日 

身体拘束廃止未実施減算 －１／１００ －１／１００ 

高齢者虐待防止未実施減算 －１／１００ －１／１００ 

業務継続計画未策定減算 －１／１００ －１／１００ 

総合医学管理加算 ５６５円／日 ８４８円／日 

口腔連携強化加算 １０３円／月 １５４円／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） ２０６円／月 ３０９円／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） ２１円／月 ３１円／月 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 3.9％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 2.1％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 0.8％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等処遇改善加算 

（令和６年６月１日より） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ 

の合計単位数）に 7.5%を乗じた単位数を加算。 

＊1 療養食：医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する食事 

      糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風食及び特

別な場合の検査食 

 ＊2 喀痰吸引（常時頻回）、胃瘻、褥瘡等 

 ＊3 実際の清算時には利用日数や端数処理の計算上、若干の違いが生じることがございます。 
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（３）居住費（療養室の利用費）・食費 

①多床室（４人室・３人室・２人室） 

利用者負担段階 居住費（日額） 食費（日額） 

第１段階 ０円 ※2 ３００円 

第２段階 ３７０円 ６００円 

第３段階 
年金収入等 80 万円超 120 万以下 

３７０円 １，０００円 

第３段階 
年金収入等 120 万円超 

３７０円 １，３００円 

第４段階 ７５０円 ２，１５０円 

※ 2 生活保護の本人支払い額のみ窓口負担となります。 

 

②従来型個室（ひだまり個室） 

利用者負担段階 居住費（日額） 食費（日額） 

第１段階 ※ ４９０円 ※2 ３００円 

第２段階 ４９０円 ６００円 

第３段階 
年金収入等 80 万円超 120 万以下 

１，３１０円 １，０００円 

第３段階 
年金収入等 120 万円超 

１，３１０円 １，３００円 

第４段階 １，７５０円 ２，１５０円 

 ※ 当施設より直接、市区町村に介護扶助として請求しますので、窓口負担はございません。 

※2 生活保護の本人支払い額のみ窓口負担となります。 

 

 

（４）その他の利用料 

項   目 費   用 備   考 

室料（従来型個室） １日  １，１００円（税込） テレビ・冷蔵庫・テーブル・椅子 

電気代（電気毛布・電気アンカ等） １日     ４４円（税込） 別途申込が必要です。 
従来型個室に限り 

電気代無料 
電気代（ラジカセ等） １日     １１円（税込） 別途申込が必要です。 

電気代（テレビ・DVD プレイヤー等） １日     ４４円（税込） 別途申込が必要です。 

家族宿泊費 １泊  ４，４００円（税込）  

写真代 １枚   ５０．６円（税込）  

理美容代（カット・顔剃り） １回  ２，０００円  

理美容代（顔剃り） １回  １，０００円  

理美容代（シャンプー） １回  １，０００円  

理美容代（カラー＆ブロー） １回  ３，５００円  

理美容代（パーマ＆ブロー） １回  ３，５００円  

理美容代（爪マニキュア） １回  １，５００円  

金額証明書 １通  １，１００円（税込）  

診断書（簡易） １通  ２，２００円（税込）  

診断書（複雑） １通  ５，５００円（税込）  

保険会社提出用診断書 １通  ８，８００円（税込）  

死亡診断書 １通 １１，０００円（税込）  

死亡診断書（２通目以降） １通  ５，５００円（税込）  

 

項   目 費   用 備   考 

日 用 品 費 

洗面シート代 １日     ７５円 別途申込が必要です。 
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おしぼりリース代 １日     ５０円 別途申込が必要です。 

歯磨き粉代 １日      ２円 別途申込が必要です。 

ティッシュ代 １日     ２２円 別途申込が必要です。 

行事代 その都度実費  

インフルエンザ予防接種代 １回  ４，５００円 市町村から補助がある場合には費用は変わり

ます 

口座振替手数料 １回  １１０円（税込） ご家族様都合により引き落としができなかっ

た場合のみ。 

 

 

項   目 単   価 備   考 

口 腔 ケ ア 用 品 

吸引付ブラシ １本    ５８０円 別途申込が必要です。 

歯ブラシ １本    ３１０円 別途申込が必要です。 

義歯ブラシ １本    １４０円 別途申込が必要です。 

スポンジブラシ ３０本入り ６６０円 別途申込が必要です。 

歯間ブラシ ４本入り  ２１０円 別途申込が必要です。 

舌ブラシ １本    ５００円 別途申込が必要です。 

保湿剤 １本  １，２００円 別途申込が必要です。 

洗口剤 １本    ７５０円 別途申込が必要です。 

舌用薬用ジェル １本    ９４０円 別途申込が必要です。 

口腔清拭シート ４０枚入り ４００円 別途申込が必要です。 

 

 

 

（５）クラブ活動材料費 

内   容 費   用 実施頻度 備   考 

生け花 ８００円 週１回  

書道 １００円 週１回  

料理 ５００円 月１回  

園芸 ３００円 年数回  

＊ 費用及び実施頻度は目安です。費用は参加者数や市価により若干の変動があります。 

 

 

（６）支払い方法 

   ・ 当施設は、当月の利用料金について請求書に明細書を付して、翌月１０日前後に利用者又は連帯

保証人の指定する送付先に送付します。 

   ・ 当施設利用料の支払方法は口座振替による支払いと致します。 

   ・ 口座振替は毎月２７日（休業日の場合はその翌営業日）に引き落としとなります。 

   ・ 利用者又は連帯保証人は、当月の利用料金の合計額を翌月２７日までに支払うものとします。尚、

引き落とし出来なかった場合は窓口または振込でのお支払いとなります。 

   ・ 当施設は、利用者又は連帯保証人から利用料金の支払いを受けたときは、利用者又は連帯保証人

が指定する送付先に対して翌月の請求書と一緒に領収書を送付します。再発行はいたしません。 
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附則 この料金表は、平成１９年 １１月 １日から施行する。 

          平成２０年  ６月 １日一部改定。 

          平成２１年  ４月 １日一部改定。 

          平成２３年  ９月１６日一部改定。 

          平成２４年  ４月 １日一部改定。 

平成２６年  ４月 １日一部改定。 

平成２７年  ４月 １日一部改定。 

平成２８年  ６月 １日一部改定。 

平成２８年  ９月 １日一部改正。 

平成２９年  ４月 １日一部改正。 

平成３０年  ４月 １日一部改定。 

令和 １年 １０月 １日一部改正。 

令和 ２年  ４月 １日一部改正。 

          令和 ３年  ４月 １日一部改正。 

          令和 ３年  ８月 １日一部改正。 

          令和 ４年 １０月 １日一部改正。 

          令和 ５年  ４月 １日一部改正。 

          令和 ５年  ６月 １日一部改正。 

          令和 ６年  ４月 １日一部改正。 
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予防短期：料金表（従来型） 

 

（１）介護保険一部負担（基本料金） 

 ①介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）ⅲ 

多床室（４人室・３人室・２人室） 

                ＜１割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
６１3 単位 

６３０円 

 

２４単位 

２５円 

 

２２単位 

２３円 

計   ６５９単位  

日額   ６７８円  

２ 
７７４単位 

７９５円 

計   ８２０単位  

日額   ８４３円  

 

＜２割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
６１３単位 

１，２５９円 

 

２４単位 

５０円 

 

２２単位 

４５円 

計   ６５９単位  

日額 １，３５４円  

２ 
７７４単位 

１，５９０円 

計   ８２０単位  

日額 １，６８５円  

 

＜３割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
６１３単位 

１，８８９円 

 

２４単位 

７４円 

 

２２単位 

６８円 

計   ６５９単位  

日額 ２，０３１円  

２ 
７７４単位 

２，３８５円 

計   ８２０単位  

日額 ２，５２７円  

＊ サービス単価（仙台市地域単価）：１単位＝10.27 円 

 ＊ 日額は合計単位数にサービス単価を乗じて算出しております。 

 

 

 ②介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）ⅳ 

多床室 在宅強化型（４人室・３人室・２人室） 

          ＜１割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
６７２単位 

６９１円 

 

２４単位 

２５円 

 

２２単位 

２３円 

計   ７１８単位  

日額   ７３９円  

２ 
８３４単位 

８５７円 

計   ８８０単位  

日額   ９０５円  

 

＜２割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
６７２単位 

１，３８１円 

 

２４単位 

５０円 

 

２２単位 

４５円 

計   ７１８単位  

日額 １，４７６円  

２ 
８３４単位 

１，７１３円 

計   ８８０単位  

日額 １，８０８円  
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＜３割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 
サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
６７２単位 

２，０７１円 

 

２４単位 

７４円 

 

２２単位 

６８円 

計   ７１８単位  

日額 ２，２１３円  

２ 
８３４単位 

２，５７０円 

計   ８８０単位  

日額 ２，７１２円  

＊ サービス単価（仙台市地域単価）：１単位＝10.27 円 

 ＊ 日額は合計単位数にサービス単価を乗じて算出しております。 

 

 

 ③介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）ⅰ 

従来型個室（ひだまり棟） 

                    ＜１割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
５７９単位 

５９５円 

 

２４単位 

２５円 

 

２２単位 

２３円 

計   ６２５単位  

日額   ６４３円  

２ 
７２６単位 

７４６円 

計   ７７２単位  

日額   ７９４円  

 

＜２割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
５７９単位 

１，１９０円 

 

２４単位 

５０円 

 

２２単位 

４５円 

計   ６２５単位  

日額 １，２８５円  

２ 
７２６単位 

１，４９２円 

計   ７７２単位  

日額 １，５８７円  

 

＜３割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
５７９単位 

１，７８４円 

 

２４単位 

７４円 

 

２２単位 

６８円 

計   ６２５単位  

日額 １，９２６円  

２ 
７２６単位 

２，２３７円 

計   ７７２単位  

日額 ２，３７９円  

＊ サービス単価（仙台市地域単価）：１単位＝10.27 円 

 ＊ 日額は合計単位数にサービス単価を乗じて算出しております。 

 

 

④介護老人保健施設介護予防短期入所療養介護費（Ⅰ）ⅱ 

従来型個室 在宅強化型（ひだまり棟） 

             ＜１割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
６３２単位 

６４９円 

 

２４単位 

 

２２単位 

計   ６７８単位  

日額   ６９７円  
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２ 
７７８単位 

７９９円 

２５円 ２３円 計   ８２４単位  

日額   ８４７円  

 

＜２割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
６３２単位 

１，２９８円 

 

２４単位 

５０円 

 

２２単位 

４５円 

計   ６７８単位  

日額 １，３９３円  

２ 
７７８単位 

１，５９８円 

計   ８２４単位  

日額 １，６９３円  

 

＜３割負担＞ 

要支援 基本サービス費 夜勤職員配置加算 

サービス提供体制 

強化加算（Ⅰ） 
日 額 

１ 
６３２単位 

１，９４７円 

 

２４単位 

７４円 

 

２２単位 

６８円 

計   ６７８単位  

日額 ２，０８９円  

２ 
７７８単位 

２，３９７円 

計   ８２４単位  

日額 ２，５３９円  

＊ サービス単価（仙台市地域単価）：１単位＝10.27 円 

 ＊ 日額は合計単位数にサービス単価を乗じて算出しております。 

 

 

 

（２）介護保険一部負担（加算料金） 

  ①＜１割負担＞ 

区   分 一部負担金（１割） 備       考 

療 養 食 加 算 ９円／食 
医師の発行する食事せんに基づく食事（＊

１）を提供した場合 

個別リハビリテーション実施加算 ２４７円／日 
１日 20 分以上の個別リハビリを行った場

合 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ２０６円／日 入所日から７日間に限り加算 

若年性認知症利用者受入加算 １２４円／日 宿泊による受入の場合 

送 迎 加 算 １８９円／回 片道 

緊 急 時 治 療 管 理 加 算 ５３２円／日 
病状が重篤になり救命救急医療が必要に

なったとき月３日間まで 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） ５３円／日  

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） ５３円／日  

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ３円／日  

認知症専門ケア加算（Ⅱ） ５円／日  

総合医学管理加算 ２８３円／日 緊急受入時、入所日から１０日間に限り加算 
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身体拘束廃止未実施減算 －１／１００  

高齢者虐待防止未実施減算 －１／１００  

業務継続計画未策定減算 －１／１００  

口腔連携強化加算 ５２円／月  

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） １０３円／月  

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） １１円／月  

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 3.9％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 2.1％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 0.8％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等処遇改善加算 

（令和６年６月１日より） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ 

の合計単位数）に 7.5%を乗じた単位数を加算。 

＊1 療養食：医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する食事 

      糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風食及び特

別な場合の検査食 

 ＊2 喀痰吸引（常時頻回）、胃瘻、褥瘡等 

 ＊3 実際の清算時には利用日数や端数処理の計算上、若干の違いが生じることがございます。 

 

 

  ②＜２割負担・３割負担＞ 

区   分 一部負担金（２割） 一部負担金（３割） 

療 養 食 加 算 １７円／食 ２５円／食 

個別リハビリテーション実施加算 ４９３円／日 ７４０円／日 

認知症行動・心理症状緊急対応加算 ４１１円／日 ６１７円／日 

若年性認知症利用者受入加算 ２４７円／日 ３７０円／日 

送 迎 加 算 ３７８円／回 ５６７円／回 

緊 急 時 治 療 管 理 加 算 １，０６４円／日 １，５９６円／日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅰ） １０５円／日 １５７円／日 

在宅復帰・在宅療養支援機能加算（Ⅱ） １０５円／日 １５７円／日 

認知症専門ケア加算（Ⅰ） ６円／日 ９円／日 
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認知症専門ケア加算（Ⅱ） ９円／日 １３円／日 

身体拘束廃止未実施減算 －１／１００ －１／１００ 

高齢者虐待防止未実施減算 －１／１００ －１／１００ 

業務継続計画未策定減算 －１／１００ －１／１００ 

総合医学管理加算 ５６５円／日 ８４８円／日 

口腔連携強化加算 １０３円／月 １５４円／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅰ） ２０６円／月 ３０９円／月 

生産性向上推進体制加算（Ⅱ） ２１円／月 ３１円／月 

介護職員処遇改善加算（Ⅰ） 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 3.9％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等特定処遇改善加算（Ⅰ） 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 2.1％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等ベースアップ等支援加算 

（令和６年５月３１日まで） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 0.8％を乗じた単位数を加算。 

介護職員等処遇改善加算 

（令和６年６月１日より） 

所定単位数（基本サービス費、各種加算減算を加えた利用サービ

スの合計単位数）に 7.5%を乗じた単位数を加算。 

＊1 療養食：医師の発行する食事せんに基づき提供された適切な栄養量及び内容を有する食事 

      糖尿病食、腎臓病食、肝臓病食、胃潰瘍食、貧血食、膵臓病食、脂質異常症食、通風食及び特

別な場合の検査食 

 ＊2 喀痰吸引（常時頻回）、胃瘻、褥瘡等 

 ＊3 実際の清算時には利用日数や端数処理の計算上、若干の違いが生じることがございます。 

 

 

 

（３）居住費（療養室の利用費）・食費 

①多床室（４人室・３人室・２人室） 

利用者負担段階 居住費（日額） 食費（日額） 

第１段階 ０円 ※2 ３００円 

第２段階 ３７０円 ６００円 

第３段階 
年金収入等 80 万円超 120 万以下 

３７０円 １，０００円 

第３段階 
年金収入等 120 万円超 

３７０円 １，３００円 

第４段階 ７５０円 ２，１５０円 

※2 生活保護の本人支払い額のみ窓口負担となります。 

 

②従来型個室（ひだまり個室） 

利用者負担段階 居住費（日額） 食費（日額） 

第１段階 ※ ４９０円 ※2 ３００円 
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第２段階 ４９０円 ６００円 

第３段階 
年金収入等 80 万円超 120 万以下 

１，３１０円 １，０００円 

第３段階 
年金収入等 120 万円超 

１，３１０円 １，３００円 

第４段階 １，７５０円 ２，１５０円 

 ※ 当施設より直接、市区町村に介護扶助として請求しますので、窓口負担はございません。 

※2 生活保護の本人支払い額のみ窓口負担となります。 

 

 

（４）その他の利用料 

 項   目 費   用 備    考 

室料（１人室）      ＊ １日  １，１００円（税込） テレビ・冷蔵庫・テーブル・椅子 

電気代（電気毛布・電気アンカ等） １日     ４４円（税込） 別途申込が必要です。 
従来型個室に 

限り電気代無料 
電気代（ラジカセ等） １日     １１円（税込） 別途申込が必要です。 

電気代（テレビ・DVD プレイヤー等） １日     ４４円（税込） 別途申込が必要です。 

家族宿泊費        ＊ １泊  ４，４００円（税込）  

写真代 １枚   ５０．６円（税込）  

理美容代（カット・顔剃り） １回  ２，０００円  

理美容代（顔剃り） １回  １，０００円  

理美容代（シャンプー） １回  １，０００円  

理美容代（カラー＆ブロー） １回  ３，５００円  

理美容代（パーマ＆ブロー） １回  ３，５００円  

理美容代（爪マニキュア） １回  １，５００円  

金額証明書 １通  １，１００円（税込）  

診断書（簡易）      ＊ １通  ２，２００円（税込）  

診断書（複雑）      ＊ １通  ５，５００円（税込）  

保険会社提出用診断書 １通  ８，８００円（税込）  

死亡診断書 １通 １１，０００円（税込）  

死亡診断書（２通目以降） １通  ５，５００円（税込）  

 

日 用 品 費 

洗面シート代 １日     ７５円 別途申込が必要です。 

おしぼりリース代 １日     ５０円 別途申込が必要です。 

歯磨き粉代 １日      ２円 別途申込が必要です。 

ティッシュ代 １日     ２２円 別途申込が必要です。 

行事代 そ の 都 度 実 費  

インフルエンザ予防接種代 

＊１ 
１回  ４，５００円 

市町村から補助がある場合には費用は変

わります 

口座振替手数料 １回  １１０円（税込） 
ご家族様都合により引き落としができな

かった場合のみ。 

  

 

項   目 単   価 備   考 

口 腔 ケ ア 用 品 

吸引付ブラシ １本    ５８０円 別途申込が必要です。 

歯ブラシ １本    ３１０円 別途申込が必要です。 

義歯ブラシ １本    １４０円 別途申込が必要です。 

スポンジブラシ ３０本入り ６６０円 別途申込が必要です。 

歯間ブラシ ４本入り  ２１０円 別途申込が必要です。 
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舌ブラシ １本    ５００円 別途申込が必要です。 

保湿剤 １本  １，２００円 別途申込が必要です。 

洗口剤 １本    ７５０円 別途申込が必要です。 

舌用薬用ジェル １本    ９４０円 別途申込が必要です。 

口腔清拭シート ４０枚入り ４００円 別途申込が必要です。 

 

 

（５）クラブ活動材料費 

内   容 費  用 実施頻度 備  考 

生け花 ８００円 週１回  

書道 １００円 週１回  

料理 ５００円 月１回  

園芸 ３００円 年数回  

＊１ 費用及び実施頻度は目安です。費用は参加者数や市価により若干の変動があります。 

 ＊２ 消費税別 

 

 

（６）支払い方法 

   ・ 当施設は、当月の利用料金について請求書に明細書を付して、翌月１０日前後に利用者又は連帯

保証人の指定する送付先に送付します。 

   ・ 当施設利用料の支払方法は口座振替による支払いと致します。 

   ・ 口座振替は毎月２７日（休業日の場合はその翌営業日）に引き落としとなります。 

   ・ 利用者又は連帯保証人は、当月の利用料金の合計額を翌月２７日までに支払うものとします。尚、

引き落とし出来なかった場合は窓口または振込でのお支払いとなります。 

   ・ 当施設は、利用者又は連帯保証人から利用料金の支払いを受けたときは、利用者又は連帯保証人

が指定する送付先に対して翌月の請求書と一緒に領収書を送付します。再発行はいたしません。 

 

 

 

 

 

 

附則 この料金表は平成１９年 １１月 １日から施行する。 

         平成２０年  ６月 １日一部改定。 

         平成２１年  ４月 １日一部改定。 

         平成２３年  ９月１６日一部改定。 

         平成２４年  ４月 １日一部改定。 

         平成２６年  ４月 １日一部改定。 

平成２７年  ４月 １日一部改定。 

平成２８年  ９月 １日一部改定。 

平成２９年  ４月 １日一部改定。 

平成３０年  ４月 １日一部改定。 

令和 １年 １０月 １日一部改正。 

令和 ２年  ４月 １日一部改正。 

         令和 ３年  ４月 １日一部改正。 

         令和 ３年  ８月 １日一部改正。 

         令和 ４年 １０月 １日一部改正。 

         令和 ５年  ４月 １日一部改正。 

         令和 ５年  ６月 １日一部改正。 

         令和 ６年  ４月 １日一部改正。 

   


